
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模
①実質赤字比率＝
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連結実質赤字額

標準財政規模
②連結実質赤字比率＝

連結実質赤字比率とは、全会計（一般会計等＋公営事業会計）を対

象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。

連結実質赤字額

連結実質赤字額は、赤字要因であるA＋Bから黒字要因である

C＋Dを引いて求められます。負数となれば黒字を意味します。

A　一般会計等及び公営企業以外の特別　会計のうち、実質赤

字を生じた会計の実質赤字の合計額

B　公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の

資金の不足額の合計

C　一般会計等及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字

を生じた会計の実質黒字の額

D　公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の

資金の剰余額の合計額
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